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資料３－２－１

第２回協議会および意見照会でいただいた御意見と主な対応

当日のご発言及び後日メールで頂戴した意見（意見冒頭にメと記載。）を事務局にて要約、整理

5 したものです。

なお、ご発言要旨中の重点的取組の番号等は、第二回戦略協議会資料におけるものを使用して

います。

１．重点的取組設定の視点について

10

・ 目指すべき社会の姿にある「安全で豊かな質の高い暮らし」と「強靭な国」を、取組

の視点に明確に示した方が良い。

・ 視点（２）の②が、「成果の社会への実装との整合性」が技術開発と実用化ニーズの高

まるタイミングの話であるとすれば、分かりやすく表現を修正すべきである。

15 ・メ「成果の社会への実装との整合性」の趣旨に、規制の問題に加え、社会に受け入れら

れやすい技術開発（例えば、スマートフォンにおける情報流出によるプライバシーに対

する懸念を考慮した技術開発）が必要との観点も加えるべき。

・ 重点的取組設定の視点（3）にグローバルな展開を意図するものとローカルな展開を意

図するものの位置づけを明確に分けて記述するのが良い。

20 ・ 研究開発の成果は、一部の研究者や会社の研究機関だけがハンドル出来るものにとど

まらず、安価でシンプルで環境負荷の小さい、地域の社会で使いやすいものであるべき。

その結果、開発された技術を地域が主体的に使っていく流れも必要となる。

・ 現状のニーズにおいて現在の復旧・復興に必要なニーズだけでなく、今後の災害に備

えるためには今回の災害の教訓を活かすことが重要であることから、重点的取組設定の

25 視点（4）①の利用ニーズに「災害によって得られた教訓を的確に反映したニーズ」と

の趣旨を追加した方がよい。

⇒ アクションプラン（以下「ＡＰ」と記載。）の本文の３-（３）の文章の工夫と、「３

-（３）重点的取組の選定の視点」あるいは５の「個別施策特定の視点」の中で対応。

30

２．重点的取組の構成と整理について

〔重点的取組の統廃合〕

・ 重点的取組の重複を排除し、一定の規模感を持たせるためにも、重点的取組をよく整
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理すべき。

・メ 重点的取組には、まとめることが出来る取組があるのではないか？例えば「ICT」や

「情報」「伝達」のキーワードが書かれているモノは応用する対象が違うだけで本質的

には同じではないか？

5 ・メ 通信の確保のためには電力の確保も必要であり、そのためには燃料の輸送の確保も

重要。したがって、「流れ」の地震・津波を対象とする3つの取り組み（⑯～⑱）はあえ

て分ける必要はないのではないか？

・総花的にやると人も資源も金も分散し成果が得られないということになるので、今年度

のフォーカスをどこに置くか、何を重点的に行うかを検討することが重要。

10 ・メ 発生初年度ではないことを鑑みた場合、“科学技術”に直結しないものについては別

枠で考えた方がいいのではないか？

⇒ 類似の取組２組を集約し、22の取組に集約。（H24年度28取組。第2回提示24取組。）

例えば「情報」に関するものでは、地震や津波の観測情報等の「取得」、住民等への

情報の「伝達」、ハード面の情報「基盤」の強靱さ確保など、内容を異にするものは、

15 敢えて統合を見送った。流れの３取組についても、取組の手薄な「物流」、ハード面

中心の「情報」「エネルギー等」の集約は、統合効果が手薄と考え統合見送り。

⇒ 予算の重点化等は、さらに、個別施策の特定の中で対応する旨、ＡＰ案Ｐ７Ｌ５に

記載。

⇒ 社会科学等での対応が必要な取組が他にあることを、ＡＰ案Ｐ８Ｌ１８に明記。

20

〔時間軸整理の重点的取組への反映〕

・時間軸を考慮して（A）、（B）、（C）の3段階に分類する視点は重要であるので、より明確

に示した方が良い。

・もう少し（A）、（B）、（C）の複数に該当するものがあるのではないか。

25 ・メ 時間軸の整理に関して、（A）（予防・防災）と（B）（災害発生時および被災直後）

の取り組みは互いに深く関連しているため、これらにまたがる技術も少なくない旨を明

記するか、（A）、（B）の説明（「災害に対する予防・防災のために必要な技術」、および

「災害発生時や被災直後に必要な技術」）の先頭に「主に」を加えてはどうか？

⇒ ＡＰ案の別紙１の中に主に該当する時間軸を明記するとともに、ＡＰ案別紙３で、

30 複数に効果があるものを整理。

〔「放射性物質による影響」の扱い方関連〕

・ 地震・津波と放射能は別のものとして取り扱うべき。放射性物質への対応を、強靱な

国土作りを目指す地震津波対応と横並びで整理することに違和感がある。

35 ・ 放射性物質への対応は、対象を絞っておいた方が良い。
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・ 協議会の議論は地元の感情を損なうものであってはならない。その観点からは、放射

性物質は（A）、（B）、（C）の時間軸で分けないほうが良いのではないか。全てが緊急で

あり、かつ、全てじっくりやらなければいけないという両面性を持つ。

・ 放射性物質については（A）や（B）に該当するものを取り上げていないことが分かる

5 ので、現状のままで良い。

・ H25ＡＰはH24を基本として、復興の進捗状況等に応じて中身を妥当なものに変えてい

くという基本姿勢で進めている。

・ H24ＡＰにおいては、現地の人々の課題を一元的に取り扱うという観点から、地震・津

波と放射能を横並びにした。

10 ・ 放射能の問題はその影響度等を考えると、現状の災害や時間軸の分類は行わない方が

良い。現状の分類にとらわれず、何に取り組むのかということを明確にすべきである。

・ 時間軸の分類は分かりやすくするための整理ではあるが重要度に関する整理ではない

ので誤解されないように留意すべき。取組の重要度については具体的な重点的取組を議

論すべき。

15 ・メ 放射性物質による影響に対する取り組みが全て「復興・再生過程の段階で必要な技

術」に分類されていることは、今後放射性物質による災害が起こる可能性が低いことを

暗に仮定していると理解したが、放射性物質による影響についても時間軸（A）、（B）の

段階で取り組んでおくべきことが無いかをレビューすることは、それなりに価値がある

と思う。

20 ⇒ 「放射性物質による影響」は、「現在必要」とするものを対象とすることを明記（Ａ

Ｐ案Ｐ５Ｌ２５）とともに、ＡＰ案本文Ｐ７～８、別紙１～３の表現を見直し。

３．重点的取組について

25

・ 重点的取組のそれぞれの取組の中で、「強靭性」を具体的に示した方が良い。

・メ 「目指すべき社会の姿」として、経済社会システムが速やかに回復できる「強靭さ」

を備えた国造りを目指すことを明示することが、平成25年度の特徴。各重点的取組につ

いて「強靭性に関わるポイント」を、より具体的に分かりやすく記述し、今年度の特徴

30 を明確にすべき。（併せて８取組に対してキーワードを多数提案頂く。）

・ 重点的取組③は「避難行動の促進」に避難ビルやタワーなどの「避難の確保」を追加

した方が良い

・ 食品の放射性セシウムの国内の基準と規制の妥当性を確認し、必要に応じた見直しを

取り組みに加えるべき

35 ・メ 産業の競争力を強化するためには、弱体化した産業基盤の復興・再生も必要であり、
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⑦の取組に明記すべき。

・ 「強靭な国」を目指すのであれば、サプライチェーンの中でどこがクリティカルノー

ドになっているかの「気づき」が必要であるが、取組の中に見当たらない。

・ 産業全体のサプライチェーンのBCPは一企業でやれないので国と連携する必要性は認め

5 るが、科学技術イノベーションが必要かは疑問。

・ 社会の中での脆弱部、クリティカルインフラストラクチャのリストアップは必要。

・ 「強靭な国造り」を目指すためには、地域を守るバックアップ機能の確保の中で、被

災地以外の役割も検討することが重要。

⇒ 以上の御意見については、資料３－２－３に対応を記載する。なお、文章の適切な

10 表現や正確さ確保等のために頂いた一部指摘については、ここへの記載を省かせて頂

いた。

・ 命・健康を守る観点からも、長期間にわたり非常食に頼ることのない食のあり方につ

いて追加すべき。

15 ・メ （取組⑭関連意見）技術開発のみならず、ローテクを活用した社会科学的コア技術

の開発・実装や、小さな単位で現場ニーズを吸い上げられる仕組みづくりなども考えら

れる。人文社会学的なものを積極的に取り上げるような協議会の進め方が必要。

・メ （取組⑮関連意見）大都市圏の移転や分散についても、タブー視せず取り組むべき。

技術のための技術の議論ではなく、早急に取り組むべきこととして、協議会で取り上げ

20 るべき。

・メ （取組⑳㉑関連意見） 除染の有効性に関する議論を行った上で、チェルノブイリ事

故後にロシア政府が取ったという避難等の別の方策まで立ち返って、本当に必要な方法

で復興を目指すべき。

⇒ 第3回までのＡＰ案の議論は、対象とする予算が科学技術関係のものに限られており、

25 主に、人文社会系の研究や、行政や教育の進め方に関するものについて、重点的取組

の対象外。

このため、ＡＰ案本文Ｐ８Ｌ１８に、別途、社会科学分野の研究や、行政・教育分

野の取り組みに委ねるものがあることを記載するととに、Ｐ７Ｌ８に、科学技術分野

の関係者でクローズすることのない、オープンな体制で進めることの重要性を記載し

30 た。

４．個別施策に対する特定の視点、施策のフォローアップについて

35 ・ 個別施策の推進にあたっては、「目指すべき社会の姿」、「政策課題」、「重点的取組」と
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整合性を持って進められることが重要である。そのためにはプロジェクトマネージメン

トが極めて重要であり、資料2-1-2の個別施策特定要件にあるプロジェクトマネージメ

ントの記述（視点（2）①ニ））は、大きな項目として掲げた方が良い。

⇒ 重点的取組設定の視点の該当部分の表現で工夫。

5 ・ 今年度のターゲットを明確にするためには、昨年の課題の何が解決できて、何が課題

のまま残っているかを示すべきである。定量的に設定した目標に対する達成度が分かる

とよい。

⇒ 平成24年度から作成を開始した復興・再生のアクションプランについては、予算執

行開始から間もないため、現時点では達成度は確認できない。

10

５．その他の御意見

・ 通常は、研究開発成果が雇用に結びつかない場合が多いため、研究の成果を事業に結

15 びつける方策（例えば、研究開発を無償で事業に活かせるような方法論など）を考える

べき。第4回以降の戦略協議のテーマにある、「創業・雇用に結びつく研究開発の進め方」

は、「創業・雇用に結びつく研究開発と事業創造の進め方」として事業に結び付ける観

点も明示する方がよい。

・ 起業、産業の競争力強化については、取組を具体的に考える必要がある。例えば、税

20 制的なインセンティブ、特区などのような規制緩和、ファンドによる取り組みの誘導、

政府のアナウンスメントが重要と考えている。

・メ 最近設立させた米国のロケット打ち上げ会社スペースＸ社のように、世の中のニー

ズに合わせて柔軟に会社が立ち上がるようなことが、日本でできない原因も研究すべき。

⇒ 以上の御意見については、第4回以降の協議会において、より具体的にプレゼンや

25 議論をいただきたい。

・ 地元におけるリスタートのための具体的ニーズをつかみ、そこに材料を提供すること

が重要。インフラの整備にしてもシーズ側からの技術提供ではなく、技術の受け手とし

て強いニーズを持つ実施意欲のある自治体と手を握ってトップランナーを作り、他のと

ころがそれに着いていくタイプの復興の姿が望ましいと考える。

30 ⇒ アクションプラン作成後、事務局で自治体との意見交換を計画したい。

（以上）


